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KISINOサービス 令和2年5月26日 令和2年8月25日 3ヶ月

（不正又は不誠実な行為）
　町発注の「ふれあいバス車両購入事業」について、令和
２年５月13日に売買仮契約を締結したにもかかわらず、契
約の履行が困難であるとして、令和２年５月22日付で仮契
約解除の申出書が提出され、同日付で売買仮契約を解除し
た。

(有)昭光建設 令和2年6月22日 令和2年9月21日 3ヶ月

（契約違反）
　町発注の「井尻川改修（第3工区）工事」において、工
期内に工事を完了することが出来ず、67日間の遅延が生じ
た。
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